
相談支援事業所まどからのお知らせ 

 

基本相談体制（浜松市委託 浜松市障がい者相談支援事業）の再編について 

2020 年 3 月 17 日 

浜松市では、障がいに関する相談を受け付ける障がい者相談支援事業所の機能を強化するために、これ

まで 15 か所あった浜松市障がい者相談支援事業所が、居住区を担当する 5 か所の「障がい者相談支援セ

ンター」に再編されることになりました。相談支援事業所まどでこれまで基本相談として実施していた

「浜松市障がい者相談支援事業」は、新しく「西・南障がい者相談支援センター」の事業に編入されます。

2020 年 4 月より、幅広い生活上の問題については、相談支援センターが相談に応じる体制となります。 

「西・南障がい者相談支援センター」は、社会福祉法人ひかりの園の他、医療法人好生会、社会福祉法

人和光会、社会福祉法人復泉会の４つの法人による共同企業体で運営を担います。相談支援事業所まどか

らは 2 名の相談支援専門員を派遣して、センターの業務を担当します。 

 

相談支援事業所まどは、引き続き、地域移行支援、地域定着支援、計画相談作成、児童計画作成の業務

を担当します。もちろん相談窓口として基本相談についても受け付けますが、「西・南障がい者相談支援

センター」と協力して対応することになりますのでご承知おきください。 

 

西区、南区でお住まいの方で、福祉サービスに関する情報提供や制度の手続きについて、また生活をす

る上で困りごとについてのご相談は、ぜひ「西・南障がい者相談支援センター」をご利用ください（西区、

南区にお住いの方に限ります。他区にお住いの方は、各区の障がい者相談支援センターをご利用くださ

い）。 

浜松市障がい者相談支援センターの一覧 

名称 居住区 場所 連絡先 

浜松市中障がい者相談支援センター   中区 
和合せいれいの里

内 (中区和合町） 
☎488-8077 

浜松市東障がい者相談支援センター 東区 東区役所２階 ☎424-0371 

浜松市西・南障がい者相談支援センター 
西区 

南区 
西区役所３階 ☎597-1124 

浜松市北障がい者相談支援センター 北区 北区役所３階 ☎523-2255 

浜松市浜北・天竜障がい者相談支援センター  
浜北区  

天竜区 

浜北保健センター

１階（浜北区平口） 
☎587-1010 

障がい者相談支援事業所「シグナル」  全区 

浜松市発達医療総

合福祉センター内

（浜北区高薗） 

☎586-8804 

 

ご不明のことは、下記までお問い合わせください。 

 

相談支援事業所まど 電話 053-570-1312 


